
私立学校施設整備費補助金及び私立大学等研究設備整備費等補助金

に係る交付要綱の改正について

１．私立学校施設整備費補助金（私立学校教育研究装置等施設整備費（私立高等学

校等施設高機能化整備費））の改正内容

（１）義務教育学校の制度化に伴う学校種の追加

（２）補助対象事業費の下限額の特例的な引き下げ（附則関係）

（３）その他所要の規定整備

２．私立大学等研究施設整備費等補助金（私立高等学校等ＩＴ教育設備整備推進

事業費）の改正内容

（１）義務教育学校の制度化に伴う学校種の追加

（２）補助対象事業費の下限額の特例的な引き下げ（附則関係）

３．適用日

平成２８年４月１日から適用する。


